
令和６年度報酬改定（障害児）

◆変更・新設された主な加算について



◆児童指導員加配加算

・児童指導員等加配加算では、経験ある人材の活用・評価を推進する観点から、
配置形態（常勤・非常勤等）や経験年数に応じた評価を行う。
※専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うことに

【主な要件】
・基準の人員に加え、児童指導員等又はその他の従業者を１以上配置
・「児童指導員等」とは、保育士、理学療法士、言語聴覚士等であり、
強度行動障害支援者研修（基礎研修）修了者を含む

【単位数】
追加で配置した人員の配置形態（常勤・非常勤）や経験年数による単位
常勤専従・経験５年以上 ７５～１８７単位／日
常勤専従・経験５年未満 ５９～１５２単位／日
常勤換算・経験５年以上 ４９～１２３単位／日
常勤換算・経験５年未満 ４３～１０７単位／日

その他の従業者 ３６～ ９０単位／日

児童指導員等加配加算



・管理者

１人以上 原則として管理業務に従事するもの

・児童発達支援管理責任者

１人以上は専任かつ常勤（ただし管理者とは兼任可）

・児童指導員又は保育士

定員数１０人まで：２人以上

定員数１１人以上：（定員数÷５（少数点以下切上））人以上

※１人以上は常勤であること

◆障害児通所支援事業所の基準人員

児童発達支援・放課後等デイサービス（重心・センター除く）

児童指導員等加配加算



◆基準人員（児童指導員又は保育士）の考え方(１日)

備考17～16～15～14～13～12～11～10～9～時間

常勤○○○○○○○○○児童指導員A

非常勤〇〇○○○●児童指導員B

非常勤●●●●保育士

【千葉県の条件】

・条件１：１人は営業時間を通じて配置すること

・条件２：残りの人員は、サービス提供時間を通じて配置すること

〇：基準人員として配置 ●：加配人員として配置

例）定員１０名の放課後等デイサービスの場合

※営業時間９時～１８時、サービス提供時間：１３時～１８時

児童指導員等加配加算



◆基準人員（児童指導員又は保育士）の考え方(１日)

備考19～18～17～16～15～14～13～12～11～10～9～時間

常勤○○○○○○○○○児童指導員A

非常勤〇〇○○○●児童指導員B

非常勤●●●●保育士

【千葉県の条件】

・条件１：１人は営業時間を通じて配置すること

・条件２：残りの人員は、サービス提供時間を通じて配置すること

〇：基準人員として配置 ●：加配人員として配置

例）定員１０名の放課後等デイサービスの場合

※営業時間９時～２０時、サービス提供時間：１３時～１８時

１８～２０時 基準人員不在

児童指導員等加配加算



◆基準人員（児童指導員又は保育士）の考え方(１日)

備考19～18～17～16～15～14～13～12～11～10～9～時間

常勤○○○○○○○○○児童指導員A

非常勤〇〇○○○●児童指導員B

非常勤〇〇●●保育士

【千葉県の条件】

・条件１：１人は営業時間を通じて配置すること

・条件２：残りの人員は、サービス提供時間を通じて配置すること

〇：基準人員として配置 ●：加配人員として配置

例）定員１０名の放課後等デイサービスの場合

※営業時間９時～２０時、サービス提供時間：１３時～１８時

基準人員を満たす配置例

児童指導員等加配加算



◆基準人員（児童指導員又は保育士）の考え方（１週間）

〇：基準人員として配置 ●：加配人員として配置

例）定員１０名の放課後等デイサービスの場合

※営業日：月～金、営業時間：９時～１８時、サービス提供時間：１３時～１８時

各日の勤務時間日(休)土(休)金木水火月曜日

9時～18時（常勤）○○○○○児童指導員A

12時～18時（非常勤）○○○○○児童指導員B

12時～18時（非常勤）●●保育士

児童指導員等加配加算



◆基準人員（児童指導員又は保育士）の考え方（１週間）

〇：基準人員として配置 ●：加配人員として配置

例）定員１０名の放課後等デイサービスの場合

※営業日：月～土、営業時間：９時～１８時、サービス提供時間：１３時～１８時

各日の勤務時間日(休)土金木水火月曜日

9時～18時（常勤）〇○○○○児童指導員A

12時～18時（非常勤）〇○○○○児童指導員B

12時～18時（非常勤）〇
9～18〇●

保育士

児童指導員等加配加算



◆児童指導員等加配加算の考え方

〇：基準人員として配置 ●：加配人員として配置

例）定員１０名の放課後等デイサービスの場合

※営業日：月～金、営業時間：９時～１８時、サービス提供時間：１３時～１８時

各日の勤務時間日(休)土(休)金木水火月曜日

9時～18時（常勤）○○○○○児童指導員A

12時～18時（非常勤）〇○○○○児童指導員B

12時～18時（非常勤）●●保育士A

9時～18時（常勤）●●●●●保育士B

加配人員が常勤換算で１人分以上→児童指導員等加配加算の算定可能

1.4人分の加配

児童指導員等加配加算



◆児童指導員等加配加算の考え方（算定不可）

〇：基準人員として配置 ●：加配人員として配置

例）定員１０名の放課後等デイサービスの場合

※営業日：月～土、営業時間：９時～１８時、サービス提供時間：９時～１８時

各日の勤務時間日(休)土金木水火月曜日

9時～18時（常勤）○○○○○児童指導員A

9時～18時（常勤）○○○○○児童指導員B

9時～18時（常勤）〇〇●●●保育士A

加配人員が常勤換算で１人分以下→児童指導員等加配加算の算定不可

0.6人分の加配

児童指導員等加配加算



◆児童指導員等加配加算の考え方（常勤専従）

〇：基準人員として配置 ●：加配人員として配置

例）定員１０名の放課後等デイサービスの場合

※営業日：月～土、営業時間：９時～１８時、サービス提供時間：９時～１８時

各日の勤務時間日(休)土金木水火月曜日

9時～18時（常勤）○○○○○児童指導員A

9時～18時（常勤）○○○○○児童指導員B

9時～18時（常勤）〇〇●●●保育士A

9時～18時（常勤）●●●●●保育士B

加配人員が常勤換算で１人分以上→児童指導員等加配加算の算定可能
また、加配人員が常勤専従で１人分→常勤専従の区分で算定可能

常勤専従で１人分

1.6人分の加配

児童指導員等加配加算



◆児童指導員等加配加算の考え方（常勤換算①）

〇：基準人員として配置 ●：加配人員として配置

例）定員１０名の放課後等デイサービスの場合

※営業日：月～土、営業時間：９時～１８時、サービス提供時間：９時～１８時

各日の勤務時間日(休)土金木水火月曜日

9時～18時（常勤）○○○○○児童指導員A

9時～18時（常勤）〇○○○○児童指導員B

9時～18時（常勤）〇●●●●保育士A

9時～18時（常勤）〇●●●●保育士B

加配人員が常勤換算で１人分以上→児童指導員等加配加算の算定可能
また、加配人員が常勤換算で１人分→常勤換算の区分で算定可能

常勤換算で１人分

1.6人分の加配

児童指導員等加配加算



◆児童指導員等加配加算の考え方（常勤換算②）

〇：基準人員として配置 ●：加配人員として配置

例）定員１０名の放課後等デイサービスの場合

※営業日：月～土、営業時間：９時～１８時、サービス提供時間：９時～１８時

各日の勤務時間日(休)土金木水火月曜日

9時～18時（常勤）○○○○○児童指導員A

9時～18時（常勤）〇○○○○児童指導員B

9時～18時（常勤）〇●●●●保育士A（経験５年未満）

9時～18時（常勤）〇●●●●保育士B（経験５年）

常勤換算で、経験年数等の区分が異なる組み合わせて配置する場合、
低い区分の単位を算定する⇒常勤換算（経験5年未満）で算定

常勤換算で１人分、保育士Aの区分(経験5年未満)で算定

1.6人分の加配

児童指導員等加配加算



◆児童指導員等加配加算の考え方（専門的支援体制加算）

〇：基準人員として配置 ●：加配人員として配置

例）定員１０名の放課後等デイサービスの場合

※営業日：月～土、営業時間：９時～１８時、サービス提供時間：９時～１８時

各日の勤務時間日(休)土金木水火月曜日

9時～18時（常勤）○○○○○児童指導員A

9時～18時（常勤）〇○○○○児童指導員B

9時～18時（常勤）〇●●●●保育士A

9時～18時（常勤）〇●●●●保育士B(経験5年)

9時～18時（非常勤）●●保育士C(経験5年)

専門的支援体制加算も算定する場合は、

児童指導員等加配加算とは別に対象人員の1人分以上の加配が必要

2.0人分の加配

児童指導員等加配加算



◆支援プログラム未公表減算

・令和6年度から、総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、
5領域（※）との関連性を明確にした支援プログラムの作成し公表しなければならない。
※「健康 ・生活 」「運動 ・感覚 」「認知 ・行動 」「言語 ・ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」「人間関係・社会性」

・インターネットやその他方法で広く公表し、公表方法・公表内容は県に届出すること

【主な要件】
支援プログラムを作成・公表し、県への届出がない場合に算定
令和７年度から減算が適用

【単位数】
所定単位数の85％を算定

【県ホームページ】
https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/jigyoushamuke/jidou/shienprogram.html

支援プログラム未公表減算

（児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援）



◆自己評価結果等未公表減算

・自己評価及び保護者評価(※)を実施し、これを受けて図った改善の内容を公表しなけ
ればならない。
※保育所等訪問支援は訪問先施設評価も必要

・インターネットやその他方法で広く公表し、公表方法・公表内容は県に届出すること

【主な要件】
自己評価等を実施・公表し、県への届出がない場合に算定
県への届け出は、毎年度の公表内容を翌年度の5月末までに提出すること
※令和6年度中の公表⇒令和7年5月31日までに県へ提出

【単位数】
所定単位数の85％を算定

【県ホームページ】
https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/jigyoushamuke/jidou/youshiki.html#jikohyouka

自己評価結果等未公表減算

（児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援）



◆県HP掲載資料紹介（報酬改定関係）

【県ホームページ】
https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/jigyoushamuke/jidou/youshiki.html#jikohyouka
【掲載資料】

県HP掲載資料紹介

・改定事項の概要（こども家庭庁） ・報酬改定Q＆A （こども家庭庁）

・報酬改定や加算に関することは、まずは下記資料等をご確認ください



◆県HP掲載資料紹介（報酬改定関係）
【県ホームページ】
https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/jigyoushamuke/jidou/youshiki.html#jikohyouka

県HP掲載資料紹介

・改定事項の概要（こども家庭庁）

・加算の目的や、算
定要件、根拠法令等
が、わかりやすくまと
められています。



◆県HP掲載資料紹介（報酬改定関係）
【県ホームページ】
https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/jigyoushamuke/jidou/youshiki.html#jikohyouka

県HP掲載資料紹介

・報酬改定Q＆A （こども家庭庁）

・報酬改定で変更や
新設された加算につ
いて、よくある質と回
答がまとめられてい
ます。



◆県HP掲載資料紹介（報酬改定関係）

【県ホームページ】
https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/jigyoushamuke/jidou/youshiki.html#jikohyouka
【掲載資料】

県HP掲載資料紹介

・改定事項の概要（こども家庭庁） ・報酬改定Q＆A （こども家庭庁）

・報酬改定や加算に関することは、まずは下記資料等をご確認ください



令和６年度報酬改定（障害児）

ご視聴ありがとうございました。


